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政 治 資 金 規 正 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律  
第 一 条 政 治 資 金 規 正 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 九 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

第 二 十 二 条 第 二 項 を 同 条 第 三 項 と し 、 同 条 第 一 項 を 同 条 第 二 項 と し 、 同 条 に 第 一 項 と し て 次 の 一 項 を 加

え る 。 

政 党 及 び 政 治 資 金 団 体 以 外 の 政 治 団 体 の す る 政 治 活 動 に 関 す る 寄 附 は 、 各 年 中 に お い て 、 政 党 及 び 政

治 資 金 団 体 以 外 の 同 一 の 政 治 団 体 に 対 し て は 、 五 千 万 円 を 超 え る こ と が で き な い 。 

第 二 十 二 条 の 二 中 「 前 条 第 一 項 」 の 下 に 「 若 し く は 第 二 項 」 を 加 え る 。 

第 二 十 二 条 の 六 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。 

（ 政 治 資 金 団 体 に 係 る 寄 附 の 方 法 の 制 限 ） 

第 二 十 二 条 の 六 の 二 何 人 も 、 政 治 資 金 団 体 の 預 金 、 貯 金 又 は 郵 便 振 替 の 口 座 へ の 振 込 み 又 は 振 替 に よ る

こ と な く 、 政 治 資 金 団 体 に 対 し て 寄 附 を し て は な ら な い 。 た だ し 、 そ の 金 額 が 千 円 以 下 の 寄 附 及 び 不 動

産 の 譲 渡 又 は 貸 付 け （ 地 上 権 の 設 定 を 含 む 。 ） に よ る 寄 附 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 

２ 政 治 資 金 団 体 は 、 そ の 寄 附 を 受 け る 者 の 預 金 、 貯 金 又 は 郵 便 振 替 の 口 座 へ の 振 込 み 又 は 振 替 に よ る こ



 

二

と な く 、 政 治 活 動 に 関 す る 寄 附 を し て は な ら な い 。 前 項 た だ し 書 の 規 定 は 、 こ の 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 
３ 何 人 も 、 前 二 項 の 規 定 に 違 反 し て さ れ る 寄 附 を 受 け て は な ら な い 。 

４ 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に 違 反 し て さ れ る 寄 附 に 係 る 金 銭 若 し く は 物 品 の 提 供 が あ つ た と き 又 は

前 項 の 規 定 に 違 反 し て 金 銭 若 し く は 物 品 に よ る 寄 附 を 受 け た と き は 、 こ れ ら の 金 銭 又 は 物 品 の 所 有 権 は 、

国 庫 に 帰 属 す る も の と し 、 そ の 保 管 者 又 は 当 該 寄 附 を 受 け た 者 は 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 速 や か

に こ れ を 国 庫 に 納 付 す る 手 続 を と ら な け れ ば な ら な い 。 

５ 前 条 第 五 項 の 規 定 は 、 前 項 の 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 

第 二 十 六 条 第 一 号 中 「 第 二 十 二 条 第 一 項 」 の 下 に 「 若 し く は 第 二 項 」 を 加 え る 。 

第 三 十 三 条 の 二 第 一 項 第 一 号 中 「 第 二 十 二 条 の 六 第 五 項 」 の 下 に 「 （ 第 二 十 二 条 の 六 の 二 第 五 項 に お い

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 を 加 え る 。 

第 二 条 政 治 資 金 規 正 法 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

第 二 十 二 条 の 六 の 二 中 「 、 貯 金 又 は 郵 便 振 替 」 を 「 又 は 貯 金 」 に 改 め 、 「 又 は 振 替 」 を 削 る 。 

附 則 



三     

 

１ こ の 法 律 は 、 平 成 十 八 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 及 び 附 則 第 三 項 の 規 定 は 、 郵 便 振 替 法

（ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 六 十 号 ） の 廃 止 の 日 か ら 施 行 す る 。 

２ 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

別 表 第 一 政 治 資 金 規 正 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 九 十 四 号 ） の 項 中 「 第 二 十 二 条 の 六 第 五 項 」 の 下 に 「 （ 第

二 十 二 条 の 六 の 二 第 五 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 を 加 え る 。 

３ 第 二 条 の 規 定 の 施 行 の 日 前 に さ れ た 政 治 資 金 団 体 に 対 す る 寄 附 及 び 政 治 資 金 団 体 の す る 寄 附 に つ い て は 、

な お 従 前 の 例 に よ る 。 

 



 

四



五     

 

理 由 
政 党 及 び 政 治 資 金 団 体 以 外 の 政 治 団 体 間 の 寄 附 を 、 同 一 の 政 治 団 体 に 対 し て は 年 間 五 千 万 円 以 下 に 制 限 す

る 措 置 を 講 ず る と と も に 、 政 治 資 金 団 体 に 係 る 寄 附 の 方 法 に つ い て 預 貯 金 の 口 座 へ の 振 込 み に よ る こ と を 義

務 付 け る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 法 律 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。 


